
持続的成⻑の循環

当社は、経営理念に掲げる5項⽬を実現することがCSR（＝企業の社会的責任）であるとともに、⾃社の持

続的成⻑に向けた必須条件であるとの考えに基づき、経営理念実現のために「当社および当社の役員・社

員がとるべき⾏動の指針」として企業⾏動憲章を定め、社会との共存共栄を図る事業活動を展開していま

す。�

当社の経営計画は、その時点での経営状態や社会からのニーズに対応して更新しています。現在推進中の

中期経営計画2019-2021では「SDGsの⽬標達成に向けて施策を推進」することを掲げ、社内展開を図って

いることから、企業⾏動憲章もSDGsに対応したものにするとともに、コーポレートガバナンス・コードに

適応したものに改定しています。また、「経営理念」「2030年の将来像」「企業⾏動憲章」を記載したク

レドカードを全役員・社員に配布し、これを常時携帯させることで、企業⽂化の醸成に努めています。

持続的成⻑の循環

[�サステナビリティ�]

サステナビリティへの取り組み

持続的成⻑の循環 SDGsの⽬標達成への貢献 ⼈権に関する取り組み

環境⽅針�Green�Challenge�2030” 社会貢献活動の推進
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SDGsの⽬標達成への貢献

役員・社員⼀⼈ひとりがSDGsの意義を理解し、「⾃分ごと」として⾏動していくことが、持続可能な社会

の形成と当社の企業価値向上につながるものと考えています。2020年度は、「2030年の将来像」の実現に

向け、当社グループの事業活動が及ぼすさまざまな影響要因について、各種国際的なガイドラインなどを

参考に、事業の特徴や活動する地域を考慮しながら、マテリアリティ（重要課題）の特定を⾏い、それと

同時にKPI（重要業績評価指標）も設定しました。

⼈権に関する取り組み

国連の「ビジネスと⼈権に関する指導原則」では、企業が⼈権尊重責任を果たすために、⼈権⽅針の策

定、⼈権デューデリジェンスの実施、救済窓⼝の設置を求めています。そこで当社も2021年度から外部有

識者の⽀援を受けつつ、⼈事、総務、調達、国際など特に⼈権との関わりが重要な部署のメンバーからな

る検討グループを設置し、これらの取り組みに着⼿しています。これによりバリューチェーン全体におけ

る⼈権リスクの特定や、⼈権侵害を未然 防⽌するための仕組みの構築など⼈権尊重に向けた取り組みを

推進します。同時に役員、管理職、担当者などの階層に応じた⼈権教育を実施し、⼈権に関する理解を深

める取り組みを実施します。
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環境⽅針�Green�Challenge�2030”

持続可能な社会の実現に向け『環境⽅針��Green�Challenge�2030”』に基づいた環境活動を展開していま

す。企業への気候変動対応をはじめとする⾮財務情報の開⽰要請は⾼まり続け、気候変動や資源に関する戦

略的な取り組みは、企業にとって不可避なものとなっています。2020年度は国際NGOのCDPが実施する気

候変動リスクに関する情報公開プログラムの調査への回答を⾏いました。そして、回答に対する評価に基

づいて課題の抽出と優先度の特定を⾏い、マテリアリティに反映させるとともに、次年度以降の環境施策

に反映させてまいります。
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社会貢献活動の推進

ボランティア活動への参加

当社では、経営理念に「社会性の重視」を掲げ、また企業⾏動憲章において社員の社会貢献活動への積極

的な参加を呼び掛けています。2020年度はコロナ禍ではありましたが、環境活動の⼀環として、多くの社

員が、地域の道路や海岸などの清掃活動にボランティアで参加しました。�

ボランティア活動を通じて、①⼈材の育成（社内外のネットワーク構築、社会参画による⼈的成⻑のみな

らず、ボランティア活動を通じた実務能⼒の向上やコミュニケーション⼒、リーダーシップ⼒の向上）、

②社会課題解決型ビジネスへの気付き、③会社への帰属意識の醸成および貢献意欲の⾼まり、④企業イメー

ジの向上など、企業価値向上に向けた効果も期待されます。また、社員⾃らが環境活動に参加することによ

り、環境問題を⾃覚し、問題解決のために⾃分たちが出来ることを認識、その啓発活動の担い⼿として活

動することを企業として⽀援しています。当社では社員がより⼀層ボランティア活動へ参加しやすくする

ために、参加に伴う活動費⽤の⽀援および有給休暇の少ない社員に対するボランティア休暇制度も設けて

います。

「まちの⽣き物の先⽣」が環境カウンセラーに

技術本部 環境・エネルギー技術部の伊藤さんが環境省「環境

カウンセラー」に登録（2021年3⽉）されました。環境カウンセ

ラーとは、環境省が創設した⼈材登⽤制度で、利⽤者は登録され

ているカウンセラーの活動などを閲覧し、助⾔を求めることが

できます。伊藤さんは2017年から継続する東京都中央区⽴佃児

童館の「まちの⽣き物の先⽣」、特別⽀援学校との交流のほか、

社内外問わず積極的に環境に関する活動を続け、未来の環境リー

ダーを育成しています。

伊藤さんよりひとこと

地球で起きている環境問題について正しい啓発活動を⾏い、未来の環境リーダーを育ててバトンを

託していくことは、持続可能な社会の実現、SDGs推進のために⼤切です。今後起こりうる多様なト

ランスフォーメーションに対応するため、環境カウンセラーとして皆さんと⼀緒に⾏動を起こして

いきたいと考えています。
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